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１ 宮崎県障がい福祉計画（宮崎県障がい児福祉計画）の基本理念等

(1) 趣旨・目的

県では、これまで、障がい者や障がい児が自立した日常生活又は社会
生活を営むために必要な障害福祉サービス等が地域において計画的に提
供されるよう、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律」（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）
第８９条の規定に基づき、国の基本指針に即して、障がい福祉計画を策
定し、障がい者施策の推進を図ってきたところです。

平成２５年に施行された障害者総合支援法においては、障がい者等が
日常生活又は社会生活を営むための支援は、共生社会を実現するため、
社会参加の機会の確保及びどこで誰と生活するかについての選択の機会
が確保され、地域社会における共生を妨げられないこと並びに社会的障
壁の除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければな
らないことを基本理念として掲げるとともに、障害福祉サービスの対象
となる障がい者の範囲の見直し等が行われました。

また、平成２８年に公布された「障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」によ
り、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に障害児福祉計画の策定
が義務付けられました。

本計画は、第５期計画の計画期間（平成３０年度～平成３２年度）が
満了することに伴い、こうした障害者総合支援法及び児童福祉法の改正
やこれまでの計画の実績及び地域の実情等を踏まえて新たな目標等を定
め、障害福祉サービス等を提供するための体制の確保等が計画的に図ら
れるようにすることを目的として、第６期宮崎県障がい福祉計画及び第
２期宮崎県障がい児福祉計画を一体として策定します。

(2) 基本理念・目標

この計画は、宮崎県障がい者計画（平成３１年３月策定）における障
害福祉サービスの整備等に係る実施計画として位置付けています。
したがって、本県においては、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣

旨を十分に踏まえながら、宮崎県障がい者計画に基づく基本理念・目標
を設定します。

「障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、地域でと
もに生きる社会づくり」

この計画では、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰も
が基本的人権を享有するかけがえのない個人として、人情味にあふれ、
ぬくもりのある県民性を生かしてお互いに人格と個性を尊重し合い、身
近な地域でともに支え合いながら、心ゆたかに生活できる共生社会を創
ることを基本目標とします。



(3) 県障がい福祉計画の期間及び見直しの時期

計画期間：令和３年度（2021 年 4 月）から令和５年度（2024 年 3 月）まで

なお、計画に盛り込んだ目標等については、定期的に実績を把握し、障がい者

施策や関連施策の動向も踏まえながら分析及び評価を行い、必要に応じて計画期

間中に計画を見直すこととします。

(4) 区域の設定

指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び障害児支援

の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域については、宮崎県障がい者計

画において設定している障がい保健福祉圏域とします。

障 が い 保 健 市 町 村 人 口（人）

福 祉 圏 域 (令和２年４月１日現在)

宮 崎 東 諸 県 宮崎市、国富町、綾町 ４２２，５１８

１市２町

日 南 串 間 日南市、串間市 ６７，４５９

２市

都 城 北 諸 県 都城市、三股町 １８５，３７０

１市１町

西 諸 県 小林市、えびの市、高原町 ６９，７９６

２市１町

西 都 児 湯 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木 ９６，６２６

１市５町１村 城町、川南町、都農町

日 向 入 郷 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、 ８５，７３９

１市２町２村 美郷町

宮 崎 県 北 部 延岡市、高千穂町、日之影町、 １３７，１００

１市３町 五ヶ瀬町

計 （７圏域、２６市町村「９市 １４町 ３村」） １，０６４，６０８

※人口の計は市町村の積み上げ人口であり、宮崎県の推計人口（1,065,444 人）とは一致していません。
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２ 令和５年度（2024 年 3 月末）の数値目標の設定

(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行

《数値目標》
事 項 目標値 備 考

現入所者数(A) １，６３４人 令和元年度末時点の数

目標年度入所者数(B) １，６０８人 令和５年度末時点（※）の見込み数

削減見込み目標値(C) ２６人 (A)－(B)の値

地域移行目標数 ９８人 施設入所からグループホーム等への

移行者数

※ 2024 年 3 月末時点

《取組方法等》

① 施設等から地域生活への移行の推進

共生社会の実現に寄与することを目指し、地域における居住の場としての

グループホームの充実を図るとともに、障害福祉サービス等の推進や地域自

立支援協議会等を活用した地域における支援体制づくりを進めていくことに

より、入所等から地域生活への移行を推進します。

また、施設や指定相談支援事業者等の関係機関と連携し、地域生活移行の

趣旨に関する説明や啓発を行っていくとともに、サービス等利用計画の作成

を通じて明らかとなった利用者のニーズを踏まえて、地域生活移行に向けた

個別支援計画の充実及び地域相談支援の利用促進を図ります。

② 社会参加の促進

・ 情報伝達（コミュニケーション）手段の確保のため、障がい者への情報

提供の充実、点訳・朗読奉仕員の養成、手話通訳者・要約筆記者の養成・

派遣などを行います。

・ 重度の視覚障がい等のある人の外出する機会を確保するため、ガイドヘ

ルパーの質の向上に努めます。また、盲導犬等の身体障がい者補助犬の給

付等に取り組むとともに、公共施設や民間施設などにおける身体障がい者

補助犬の受け入れに関する普及啓発を行います。

・ 盲ろう者の社会参加を促進するため、コミュニケーション支援及び移動

介助の技術を習得した通訳・介助員の養成・派遣を行います。

《各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数》
《数値目標》

令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

必要入所定員総数 1,625 人分 1,616 人分 1,608 人分
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(2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

《数値目標》

事 項 目標値 考え方

退院後１年以内 平成 28 年度 300 日 平成 28 年３月の精神病床からの退

の地域における （2016 年度） 院者の平均生活日数

生活日数の平均 令和５年度 316 日 令和５年３月の精神病床からの退

（2023 年度） 院者の平均生活日数

入院後３か月時 平成 29 年度 60.6 ％ 平成 29 年３月に入院した患者の入

点の退院率 (2017 年度) 院後３か月時点の退院率

令和５年度 69.0 ％ 令和５年３月に入院した患者の入院

(2023 年度) 後３か月時点の退院率

入院後６か月時 平成 29 年度 75.4 ％ 平成 29 年３月に入院した患者の入

点の退院率 (2017 年度) 院後６か月時点の退院率

令和５年度 86.0 ％ 令和５年３月に入院した患者の入院

(2023 年度) 後６か月時点の退院率

入院後１年時点 平成 29 年度 82.3 ％ 平成 29 年３月に入院した患者の入

の退院率 (2017 年度) 院後１年時点の退院率

令和５年度 92.0 ％ 令和５年３月に入院した患者の入院

(2023 年度) 後１年時点の退院率

入院期間１年以 平成 29 年度 65 歳未満 平成 29 年度末時点の１年以上の長

上の長期入院患 (2017 年度末) 1,003 人 期入院患者数

者数の減少 65 歳以上

（入院患者数） 2,214 人

令和５年度 65 歳未満 令和５年度末時点の１年以上の長期

(2023 年度末) 619 人 入院患者数

65 歳以上 （国の推計式により設定）

1,824 人

《取組方法等》
① 地域移行・地域定着の推進
・ 障がい保健福祉圏域に設置している「精神障がい者地域移行支援協議会」
と、県レベルの協議の場として設置している「宮崎県障がい者自立支援協
議会精神障がい者部会」が重層的に連携し、精神障がい者が地域の一員と
して安心して自分らしく暮らすことができるよう、保健・医療・福祉等に
よる支援体制の構築に努めます。

・ 入院後できる限り早い段階から、精神障がい者の意向等を踏まえて、市
町村や障がい福祉サービス事業所と連携した退院支援が行われるよう、病
院スタッフへの理解・促進を図ります。
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・ 精神障がい者が、自らの疾患や病状について正しく理解し、退院に向け
た意欲を持てるよう、病院スタッフの働きかけとともに、ピアサポート（当
事者による支援）の活用などによる退院支援を促進します。

・ 精神障がい者の地域生活への移行及び地域定着に向けた適切な支援体制
を確保するため、精神保健福祉医療分野に限らず、支援に従事する者等に
対する研修を行います。

② 地域生活の支援
・ 退院後の精神障がい者が、地域で福祉サービスを受けながら適切な医療
を受け、安心して地域生活を送ることができるよう、医療機関と連携して
病状の悪化や再発に迅速かつ適切に対応する等の体制整備に努めます。

・ 高齢者の地域生活への移行に当たっては、介護保険制度による対応も考
慮し、地域包括支援センター等関係機関との連携を図ります。

・ アルコール、薬物及びギャンブル等をはじめとする依存症対策について
は、地域の様々な関係機関と連携しながら、依存症に対する誤解及び偏見
を解消するための関係職員に対する研修や、相談機関及び医療機関の周知
等に取り組みます。

・ 地域生活を支える支援団体・当事者団体の育成や組織化を図るため、宮
崎県精神保健福祉連絡協議会を通じて、家族会や断酒会等への支援を行い
ます。

(3) 地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実

《数値目標》

事 項 目標値 備 考

地域生活支援拠点等の設置 全市町村 令和５年度末(2024年 3月末）までに全

箇所数 に設置 市町村に設置

地域生活支援拠点等の機能

の充実に向けた検証及び検 年１回以上

討の実施回数

《取組方法等》

地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルでの取組の基礎とするた

め、各市町村又は各圏域において、地域の課題に応じてどのような機能をどれ

だけ整備していくかについて、利用者の障害福祉サービス等のニーズ、既存の

障害福祉サービス等の整備状況、基幹相談支援センターの設置の有無等各地域

における個別の状況に応じ、地域自立支援協議会等の場を通じた検討を進めて

いきます。

また、県では、地域生活支援拠点等の整備に向け、市町村等に対して研修会
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等を継続して開催するとともに基幹相談支援センターの相談支援専門員等で構

成するアドバイザー派遣等の支援を行います。

さらに、障害者やその家族等の生活を地域全体で支える中核としての役割を

担うに相応しい体制を整備する必要があるため、地域生活支援拠点等が整備さ

れた後も、地域のニーズや課題に応えられているか、機能の水準や充足状況は

十分であるかについて継続的に検証及び検討を行います。

(4) 福祉施設から一般就労への移行等

《数値目標》

事 項 基準値 目標値

（R元年度末） （R5 年度末）

（2020 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

① 年間一般就労移行者数 ２１４人 ２７２人

② 就労移行支援事業の年間一般就労移行 ９２人 １２０人

者数

③ 就労継続支援Ａ型事業の年間一般就労 ５７人 ７２人

移行者数

④ 就労継続支援Ｂ型事業の年間一般就労 ４９人 ６１人

移行者数

⑤ 就労定着支援事業の利用者数 ９１人 １９１人

就労定着支援事

業所のうち、就労

⑥ 就労定着支援事業の就労定着率 ９割 定着率が８割以

上の事業所を全

体の７割以上

《活動指標》

事 項 数 値

① 就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一 ２５３人

般就労への移行者数

② 一般就労移行者のうち職業訓練を受講する利用者数 ２７人

③ 公共職業安定所による支援を受ける利用者数 ３３２人

④ 一般就労移行者のうち障害者就業･生活支援センターに １３１人

よる支援を受ける利用者数

⑤ 公共職業安定所の支援を受けて就職する利用者数 １７７人
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《取組方法等》

◎ 一般就労支援施策の充実

① 普及啓発の推進

障がい者の雇用に関する理解を深めるため、障がい者雇用コーディネー

ターや特別支援学校職員及び自立支援推進員等による事業所訪問など、関

係機関と連携しながら、あらゆる機会をとらえて普及啓発に取り組みます。

また、毎年９月を「障がい者雇用支援月間」とし、宮崎労働局や独立行

政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構宮崎支部と連携して、障がい者雇用

優良事業所及び優秀勤労障がい者の表彰式を開催するとともに、企業向け

セミナーの開催や啓発資料の作成・配布など、企業や一般県民に対する普

及啓発を推進します。

② 求人開拓や就職相談、職場定着指導の推進

一般就労を希望する障がい者の就職活動を支援するため、公共職業安定

所などの関係機関と連携しながら、障害者就業・生活支援センターによる

求人開拓や就職相談、職場定着指導を行います。

また、特別支援学校の一般就労希望者に対しては特別支援学校職員及び

自立支援推進員による産業現場等における実習及び就職先の開拓や就職後

の職場定着支援を行います。

③ 障がい者の態様に応じたきめ細かで多様な職業訓練等の推進

・ 企業や民間教育訓練機関等に委託して効果的な職業訓練の実施や在宅

就労を希望する障がい者に対する支援など、障がい者の態様に応じた多

様な職業訓練を推進します。

・ 関係機関とも連携を図り、就職（一般就労）を希望する障がい者につ

いては、その障がいの特性に応じたきめ細かな職業訓練を支援します。

④ 在宅障がい者への就労支援

上記③の職業訓練のほかにも、通勤困難な障がい者の在宅での一般就労

を支援するため、インターネットを活用した在宅での研修を実施します。

⑤ 就職機会の拡大

障がい者の就職機会の増大を図るため、就職を希望する障がい者と求人

事業所による就職合同面接会を、公共職業安定所と協力して開催します。

⑥ 障がい者福祉施設における就労系サービスの充実

・ 障がい者の一般就労を促進するために就労系サービス（就労移行支援

事業、就労継続支援事業）の充実を図り、必要な訓練、企業における実
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習、職場開拓、職場定着のための支援などを実施します。

・ また、就労定着支援事業の整備により、就労に伴う環境の変化に伴う

生活面の課題を解決するための支援を実施します。

⑦ 特別支援教育における取組の推進

特別な教育的支援が必要な子どもの将来の自立と社会参加に向けて、キ

ャリア教育を推進するとともに一般就労を目指して、知識・技能やコミュ

ニケーション能力・社会性が向上するよう子どもの発達段階に応じた体験

的な活動や作業学習、職場見学・産業現場等における実習など職業教育の

充実を図ります。

⑧ 関係機関との連携強化

労働・福祉・教育の各分野の行政機関や企業・事業所、障がい者就労支

援機関、障がい者福祉施設、学校、障がい者団体等で構成する「宮崎県障

がい者雇用促進協議会」を設置しており、障がい者の就労促進のための施

策等について検討を行い、官民一体となってその推進を図ります。

◎ 一般就労が困難な障がい者への就労支援

一般就労することが困難な障がい者に対し、就労継続支援事業や地域生活

支援センター等を通して、就労の機会や生産活動の機会の提供を行うととも

に、その内容の充実を図ります。

また、障がい者の工賃向上を図るため、農福連携の推進や経営の専門家に

よる事業所に対する個別指導、研修会の開催、事業所製品の共同販売の実施

などに取り組みます。
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(5) 障がい児支援の提供体制の整備等

《数値目標》

事 項 基準値 目標値 備 考

（R元年度末） （R5 年度末）

（2020 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

児童発達支援センタ １３箇所 １６箇所 令和５年度末までに

ーの数 各圏域又は各市町村

に少なくとも１箇所

以上設置

保育所等訪問支援事 ３０箇所 ３２箇所 令和５年度末までに全

業所の数 市町において保育所等

訪問支援を利用できる

体制を構築

主に重症心身障がい 児童発達支援 児童発達支援事業所 令和５年度末までに

児を支援する児童発 １１箇所 １２箇所 各圏域又は各市町村

達支援事業所及び放 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス に少なくとも１箇所

課後等デイサービス １２箇所 １４箇所 以上確保

事業所の数

医療的ケア児 協 議 の 県 １箇所 県 １箇所 令和５年度末までに

支援のための 場 県、各圏域及び各市町

協議の場の設 市町村 ７箇所 市町村１０箇所 村において、医療的ケ

置及びコーデ （圏域設置を含む） （圏域設置を含む） ア時支援のための関

ィネーターの 係機関の協議の場の

数 設置及び医療的ケア児

コーデ １人 ２７人 等に関するコーディ

ィ ネ ー ネーターの配置

ター数

《取組方法等》

① 地域の中核的機能を持った児童発達支援センターの育成

事業所への指導・助言、職員の研修など、専門的機能の強化を図り、地域の

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業所

等と緊密な連携を図り、重層的な地域支援体制の中核となる児童発達支援セン

ターの育成に努めます。また、保育所や児童相談所、保健所等との連携を図り、

並行通園も含め、児童に適したより手厚い療育を提供できる体制を整備しま

す。
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② 障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）推進体制の整備

保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校や放課後児童クラブ

等との協働を推進するため、保育所等訪問支援などを活用した関係各機関の協

力体制の構築に努めます。

③ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築

保育、保健医療、教育等の関係機関と連携しながら、児童発達支援センター

や特別支援学校等を活用した、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の

確保を進め、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図ります。

④ 事業所の専門的機能強化のための支援

事業所の看護師等を対象とした研修を実施するなど、重症心身障がい児や医

療的ケア児支援に当たる職員の知識及び技術の高度化を推進するとともに、市

町村と連携して地域における課題の整理や地域資源の開発等を進め、専門的機

能を持った事業所の充実を図ります。

⑤ 医療的ケア児支援のための協議の場の設置及びコーディネーターの配置

医療的ケア児が、心身の状況に応じて保健、医療、障がい福祉、保育、教育

等の各分野の必要な支援を受けられるよう、各関係機関による協議の場を設置

し、各関連分野が共通の理解に基づき協働する、総合的な支援体制の構築を図

ります。

また、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、保健所、病院・診療所、

訪問看護ステーション、保育所、学校等の各関係機関の支援を調整する相談支

援専門員等をコーディネーターとして養成し、各圏域での配置を目指します。

(6) 相談支援体制の充実・強化等

《数値目標》

事 項 目標値 備 考

障がいの種別や各種のニーズに対 全市町村で実施

応できる総合的・専門的な相談支

援の実施市町村数

《取組方法等》

共生社会の実現に寄与することを目指して、各市町村又は各圏域において、障が

いの種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施が可能とな

るよう市町村等に対して基幹相談支援センターの相談支援専門員等で構成するア

ドバイザー派遣等の支援を行う。
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(7) 障害福祉サービス等の質の向上

《数値目標》

事 項 目標値 備 考

指導監査結果の関係市町村 全市町村と

との共有 共有

《取組方法等》

県の指導監査結果を関係市町村と共有することで、適正な運営を行っている事業

所の確保を図ります。
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３ 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び障害児支援の必

要見込量並びにその確保のための方策

(1) 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び障害児支援の

種類ごとの必要な量の見込み

《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；県内全域

○訪問系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

居宅介護

重度訪問介護 59,089 時間分 62,005 時間分 65,111 時間分

同行援護

行動援護 2,097 人 2,211 人 2,324 人

重度障害者等包括支援

○日中活動系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

生活介護 67,872 人日分 69,532 人日分 71,264 人日分

3,352 人 3,426 人 3,504 人

自立訓練（機能訓練） 1,215 人日分 1,276 人日分 1,339 人日分

59 人 63 人 66 人

自立訓練（生活訓練） 3,103 人日分 3,293 人日分 3,463 人日分

183 人 192 人 200 人

就労移行支援 7,072 人日分 7,619 人日分 8,133 人日分

403 人 434 人 460 人

就労継続支援（Ａ型） 19,700 人日分 21,277 人日分 22,534 人日分

1,020 人 1,096 人 1,176 人

就労継続支援（Ｂ型） 54,107 人日分 56,867 人日分 59,912 人日分

3,025 人 3,177 人 3,340 人

就労定着支援 156 人 185 人 225 人

療養介護 314 人 318 人 321 人

短期入所（福祉型） 3,936 人日分 4,254 人日分 4,514 人日分

592 人 641 人 683 人

短期入所（医療型） 593 人日分 662 人日分 714 人日分

102 人 113 人 121 人
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○居住系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

自立生活援助 56 人 69 人 88 人

共同生活援助 1,388 人 1,463 人 1,542 人

施設入所支援 1,732 人 1,719 人 1,705 人

地域生活支援拠点等 17 箇所 21 箇所 26 箇所

（設置箇所数と検証・検討の実施回数） 29 回 31 回 37 回

○相談支援

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

計画相談支援 3,004 人 3,236 人 3,486 人

地域移行支援 33 人 43 人 55 人

地域定着支援 72 人 90 人 111 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

児童発達支援 12,045 人日分 12,974 人日分 13,960 人日分

1,006 人 1,089 人 1,180 人

医療型児童発達支援 116 人日分 131 人日分 163 人日分

10 人 11 人 14 人

放課後等デイサービス 35,062 人日分 36,882 人日分 38,958 人日分

2,433 人 2,555 人 2,693 人

保育所等訪問支援 446 人日分 531 人日分 618 人日分

208 人 248 人 289 人

居宅訪問型児童発達支援 61 人日分 75 人日分 86 人日分

14 人 19 人 24 人

福祉型児童入所支援 113 人 113 人 113 人

医療型児童入所支援 44 人 44 人 44 人

障害児相談支援 1,013 人 1,137 人 1,270 人

医療的ケア児に対する関連分野

の支援を調整するコーディネー 11 人配置 13 人配置 26 人配置

ターの配置人数
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○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

精神障がい者の地域移行支援 28 人 34 人 44 人

精神障がい者の地域定着支援 55 人 68 人 83 人

精神障がい者の共同生活援助 346 人 368 人 388 人

精神障がい者の自立生活援助 39 人 47 人 58 人

精神病床からの退院後の 在宅 230 人 230 人 230 人

行き先別の退院患者 障害福祉施設 10 人 10 人 10 人

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；宮崎東諸県

○訪問系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

居宅介護

重度訪問介護 27,465 時間分 29,168 時間分 30,999 時間分

同行援護

行動援護 873 人 931 人 993 人

重度障害者等包括支援

○日中活動系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

生活介護 19,543 人日分 20,052 人日分 20,579 人日分

1,099 人 1,126 人 1,154 人

自立訓練（機能訓練） 480 人日分 505 人日分 532 人日分

27 人 29 人 31 人

自立訓練（生活訓練） 779 人日分 793 人日分 819 人日分

50 人 51 人 52 人

就労移行支援 3,744 人日分 3,949 人日分 4,195 人日分

224 人 236 人 249 人

就労継続支援（Ａ型） 10,013 人日分 10,785 人日分 11,181 人日分

521 人 557 人 593 人

就労継続支援（Ｂ型） 15,360 人日分 15,767 人日分 16,172 人日分

962 人 992 人 1,016 人

就労定着支援 57 人 71 人 90 人

療養介護 97 人 97 人 97 人

短期入所（福祉型） 1,339 人日分 1,474 人日分 1,628 人日分

259 人 285 人 315 人

短期入所（医療型） 287 人日分 310 人日分 337 人日分

59 人 64 人 70 人
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○居住系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

自立生活援助 30 人 37 人 47 人

共同生活援助 358 人 381 人 405 人

施設入所支援 472 人 470 人 466 人

地域生活支援拠点等 3 箇所 3 箇所 3 箇所

（設置箇所数と検証・検討の実施回数） 5 回 5 回 5 回

○相談支援

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

計画相談支援 1,266 人 1,378 人 1,501 人

地域移行支援 10 人 14 人 18 人

地域定着支援 28 人 37 人 46 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

児童発達支援 3,058 人日分 3,227 人日分 3,413 人日分

201 人 214 人 226 人

医療型児童発達支援 21 人日分 36 人日分 51 人日分

2 人 3 人 4 人

放課後等デイサービス 13,241 人日分 13,611 人日分 13,996 人日分

964 人 991 人 1,019 人

保育所等訪問支援 128 人日分 154 人日分 179 人日分

34 人 42 人 50 人

居宅訪問型児童発達支援 10 人日分 15 人日分 20 人日分

2 人 3 人 4 人

福祉型児童入所支援 28 人 28 人 28 人

医療型児童入所支援 19 人 19 人 19 人

障害児相談支援 333 人 378 人 430 人

医療的ケア児に対する関連分野

の支援を調整するコーディネー 2 人配置 2 人配置 3 人配置

ターの配置人数
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○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

精神障がい者の地域移行支援 9 人 11 人 14 人

精神障がい者の地域定着支援 17 人 22 人 27 人

精神障がい者の共同生活援助 121 人 129 人 136 人

精神障がい者の自立生活援助 24 人 29 人 33 人

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；日南串間

○訪問系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

居宅介護

重度訪問介護 799 時間分 860 時間分 922 時間分

同行援護

行動援護 52 人 56 人 60 人

重度障害者等包括支援

○日中活動系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

生活介護 5,548 人日分 5,766 人日分 5,984 人日分

254 人 264 人 274 人

自立訓練（機能訓練） 63 人日分 63 人日分 63 人日分

3 人 3 人 3 人

自立訓練（生活訓練） 284 人日分 338 人日分 378 人日分

16 人 19 人 21 人

就労移行支援 320 人日分 380 人日分 440 人日分

16 人 19 人 22 人

就労継続支援（Ａ型） 1,149 人日分 1,268 人日分 1,386 人日分

59 人 65 人 71 人

就労継続支援（Ｂ型） 4,304 人日分 4,637 人日分 4,989 人日分

218 人 235 人 253 人

就労定着支援 4 人 7 人 10 人

療養介護 35 人 36 人 37 人

短期入所（福祉型） 152 人日分 162 人日分 172 人日分

16 人 17 人 18 人

短期入所（医療型） 27 人日分 27 人日分 27 人日分

4 人 4 人 4 人
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○居住系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

自立生活援助 2 人 2 人 3 人

共同生活援助 147 人 156 人 164 人

施設入所支援 167 人 164 人 161 人

地域生活支援拠点等 2 箇所 2 箇所 2 箇所

（設置箇所数と検証・検討の実施回数） 2 回 2 回 3 回

○相談支援

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

計画相談支援 138 人 147 人 155 人

地域移行支援 2 人 3 人 3 人

地域定着支援 2 人 2 人 2 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

児童発達支援 579 人日分 612 人日分 645 人日分

33 人 35 人 37 人

医療型児童発達支援 26 人日分 26 人日分 26 人日分

2 人 2 人 2 人

放課後等デイサービス 2,464 人日分 2,524 人日分 2,608 人日分

140 人 143 人 148 人

保育所等訪問支援 61 人日分 70 人日分 81 人日分

20 人 23 人 27 人

居宅訪問型児童発達支援 16 人日分 16 人日分 16 人日分

2 人 2 人 2 人

福祉型児童入所支援 7 人 7 人 7 人

医療型児童入所支援 3 人 3 人 3 人

障害児相談支援 48 人 51 人 56 人

医療的ケア児に対する関連分野

の支援を調整するコーディネー 1 人配置 1 人配置 2 人配置

ターの配置人数
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○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

精神障がい者の地域移行支援 2 人 3 人 3 人

精神障がい者の地域定着支援 2 人 2 人 2 人

精神障がい者の共同生活援助 41 人 43 人 44 人

精神障がい者の自立生活援助 1 人 1 人 2 人

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；都城北諸県

○訪問系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

居宅介護

重度訪問介護 10,186 時間分 10,624 時間分 11,064 時間分

同行援護

行動援護 406 人 428 人 449 人

重度障害者等包括支援

○日中活動系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

生活介護 10,236 人日分 10,373 人日分 10,515 人日分

512 人 518 人 524 人

自立訓練（機能訓練） 65 人日分 65 人日分 65 人日分

4 人 4 人 4 人

自立訓練（生活訓練） 570 人日分 609 人日分 647 人日分

33 人 34 人 36 人

就労移行支援 881 人日分 962 人日分 1,044 人日分

48 人 53 人 57 人

就労継続支援（Ａ型） 3,000 人日分 3,233 人日分 3,468 人日分

156 人 168 人 180 人

就労継続支援（Ｂ型） 8,680 人日分 9,289 人日分 9,903 人日分

479 人 511 人 544 人

就労定着支援 40 人 44 人 48 人

療養介護 48 人 50 人 51 人

短期入所（福祉型） 676 人日分 694 人日分 717 人日分

109 人 112 人 115 人

短期入所（医療型） 86 人日分 95 人日分 104 人日分

9 人 10 人 11 人
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○居住系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

自立生活援助 2 人 2 人 2 人

共同生活援助 211 人 228 人 245 人

施設入所支援 272 人 272 人 271 人

地域生活支援拠点等 0 箇所 2 箇所 2 箇所

（設置箇所数と検証・検討の実施回数） 0 回 2 回 2 回

○相談支援

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

計画相談支援 411 人 444 人 478 人

地域移行支援 3 人 4 人 5 人

地域定着支援 29 人 34 人 39 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

児童発達支援 2,857 人日分 3,237 人日分 3,632 人日分

309 人 346 人 390 人

医療型児童発達支援 2 人日分 2 人日分 2 人日分

1 人 1 人 1 人

放課後等デイサービス 6,662 人日分 7,277 人日分 7,928 人日分

503 人 544 人 586 人

保育所等訪問支援 126 人日分 150 人日分 175 人日分

68 人 80 人 92 人

居宅訪問型児童発達支援 0 人日分 5 人日分 5 人日分

0 人 1 人 1 人

福祉型児童入所支援 39 人 39 人 39 人

医療型児童入所支援 7 人 7 人 7 人

障害児相談支援 218 人 245 人 272 人

医療的ケア児に対する関連分野

の支援を調整するコーディネー 0 人配置 1 人配置 2 人配置

ターの配置人数
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○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

精神障がい者の地域移行支援 2 人 2 人 2 人

精神障がい者の地域定着支援 26 人 31 人 35 人

精神障がい者の共同生活援助 60 人 64 人 69 人

精神障がい者の自立生活援助 2 人 2 人 2 人

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；西諸県

○訪問系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

居宅介護

重度訪問介護 1,700 時間分 1,759 時間分 1,759 時間分

同行援護

行動援護 86 人 88 人 88 人

重度障害者等包括支援

○日中活動系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

生活介護 5,594 人日分 5,655 人日分 5,714 人日分

288 人 291 人 294 人

自立訓練（機能訓練） 14 人日分 14 人日分 14 人日分

1 人 1 人 1 人

自立訓練（生活訓練） 441 人日分 459 人日分 459 人日分

23 人 24 人 24 人

就労移行支援 281 人日分 298 人日分 318 人日分

15 人 16 人 17 人

就労継続支援（Ａ型） 476 人日分 552 人日分 700 人日分

25 人 29 人 37 人

就労継続支援（Ｂ型） 3,700 人日分 3,809 人日分 3,900 人日分

204 人 210 人 215 人

就労定着支援 9 人 10 人 11 人

療養介護 17 人 18 人 18 人

短期入所（福祉型） 444 人日分 470 人日分 470 人日分

37 人 39 人 39 人

短期入所（医療型） 12 人日分 12 人日分 13 人日分

1 人 1 人 1 人
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○居住系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

自立生活援助 1 人 1 人 2 人

共同生活援助 141 人 145 人 150 人

施設入所支援 169 人 167 人 163 人

地域生活支援拠点等 3 箇所 3 箇所 3 箇所

（設置箇所数と検証・検討の実施回数） 3 回 6 回 6 回

○相談支援

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

計画相談支援 155 人 165 人 174 人

地域移行支援 4 人 5 人 8 人

地域定着支援 1 人 2 人 4 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

児童発達支援 1,584 人日分 1,709 人日分 1,843 人日分

180 人 193 人 207 人

医療型児童発達支援 0 人日分 0 人日分 0 人日分

0 人 0 人 0 人

放課後等デイサービス 2,594 人日分 2,778 人日分 2,989 人日分

197 人 211 人 227 人

保育所等訪問支援 86 人日分 103 人日分 120 人日分

61 人 73 人 85 人

居宅訪問型児童発達支援 1 人日分 2 人日分 3 人日分

2 人 4 人 6 人

福祉型児童入所支援 14 人 14 人 14 人

医療型児童入所支援 3 人 3 人 3 人

障害児相談支援 111 人 127 人 143 人

医療的ケア児に対する関連分野

の支援を調整するコーディネー 0 人配置 0 人配置 3 人配置

ターの配置人数
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○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

精神障がい者の地域移行支援 4 人 5 人 8 人

精神障がい者の地域定着支援 1 人 2 人 4 人

精神障がい者の共同生活援助 25 人 27 人 29 人

精神障がい者の自立生活援助 0 人 0 人 3 人

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；西都児湯

○訪問系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

居宅介護

重度訪問介護 3,826 時間分 4,015 時間分 4,211 時間分

同行援護

行動援護 209 人 218 人 226 人

重度障害者等包括支援

○日中活動系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

生活介護 6,910 人日分 7,049 人日分 7,176 人日分

351 人 358 人 365 人

自立訓練（機能訓練） 218 人日分 241 人日分 264 人日分

10 人 11 人 12 人

自立訓練（生活訓練） 371 人日分 371 人日分 394 人日分

22 人 22 人 23 人

就労移行支援 1,082 人日分 1,162 人日分 1,180 人日分

60 人 64 人 65 人

就労継続支援（Ａ型） 2,016 人日分 2,152 人日分 2,250 人日分

109 人 116 人 122 人

就労継続支援（Ｂ型） 6,930 人日分 7,117 人日分 7,481 人日分

375 人 385 人 405 人

就労定着支援 25 人 30 人 39 人

療養介護 57 人 57 人 58 人

短期入所（福祉型） 297 人日分 327 人日分 340 人日分

55 人 59 人 62 人

短期入所（医療型） 129 人日分 158 人日分 168 人日分

19 人 22 人 23 人
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○居住系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

自立生活援助 12 人 13 人 16 人

共同生活援助 154 人 161 人 168 人

施設入所支援 207 人 205 人 206 人

地域生活支援拠点等 0 箇所 2 箇所 7 箇所

（設置箇所数と検証・検討の実施回数） 7 回 4 回 9 回

○相談支援

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

計画相談支援 254 人 269 人 286 人

地域移行支援 6 人 6 人 7 人

地域定着支援 6 人 7 人 9 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

児童発達支援 1,018 人日分 1,136 人日分 1,243 人日分

103 人 115 人 126 人

医療型児童発達支援 47 人日分 47 人日分 54 人日分

3 人 3 人 4 人

放課後等デイサービス 3,509 人日分 3,729 人日分 3,999 人日分

227 人 242 人 261 人

保育所等訪問支援 23 人日分 27 人日分 31 人日分

14 人 16 人 18 人

居宅訪問型児童発達支援 12 人日分 12 人日分 12 人日分

3 人 3 人 3 人

福祉型児童入所支援 7 人 7 人 7 人

医療型児童入所支援 2 人 2 人 2 人

障害児相談支援 106 人 119 人 132 人

医療的ケア児に対する関連分野

の支援を調整するコーディネー 1 人配置 1 人配置 4 人配置

ターの配置人数
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○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

精神障がい者の地域移行支援 3 人 3 人 4 人

精神障がい者の地域定着支援 3 人 3 人 4 人

精神障がい者の共同生活援助 14 人 16 人 17 人

精神障がい者の自立生活援助 3 人 3 人 3 人

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；日向入郷

○訪問系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

居宅介護

重度訪問介護 9,597 時間分 9,869 時間分 10,257 時間分

同行援護

行動援護 210 人 217 人 224 人

重度障害者等包括支援

○日中活動系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

生活介護 9,815 人日分 10,111 人日分 10,419 人日分

298 人 303 人 308 人

自立訓練（機能訓練） 261 人日分 274 人日分 287 人日分

9 人 10 人 10 人

自立訓練（生活訓練） 411 人日分 461 人日分 490 人日分

23 人 25 人 26 人

就労移行支援 328 人日分 362 人日分 397 人日分

16 人 18 人 19 人

就労継続支援（Ａ型） 1,623 人日分 1,725 人日分 1,807 人日分

78 人 82 人 85 人

就労継続支援（Ｂ型） 6,612 人日分 6,961 人日分 7,326 人日分

323 人 337 人 352 人

就労定着支援 6 人 8 人 12 人

療養介護 22 人 22 人 22 人

短期入所（福祉型） 436 人日分 465 人日分 494 人日分

48 人 51 人 55 人

短期入所（医療型） 39 人日分 43 人日分 48 人日分

7 人 8 人 8 人
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○居住系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

自立生活援助 4 人 5 人 5 人

共同生活援助 158 人 165 人 171 人

施設入所支援 172 人 169 人 167 人

地域生活支援拠点等 5 箇所 5 箇所 5 箇所

（設置箇所数と検証・検討の実施回数） 6 回 6 回 6 回

○相談支援

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

計画相談支援 343 人 371 人 399 人

地域移行支援 2 人 3 人 4 人

地域定着支援 2 人 3 人 4 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

児童発達支援 1,237 人日分 1,309 人日分 1,398 人日分

73 人 77 人 82 人

医療型児童発達支援 20 人日分 20 人日分 20 人日分

2 人 2 人 2 人

放課後等デイサービス 2,565 人日分 2,696 人日分 2,895 人日分

150 人 157 人 168 人

保育所等訪問支援 10 人日分 12 人日分 14 人日分

6 人 7 人 8 人

居宅訪問型児童発達支援 12 人日分 12 人日分 14 人日分

2 人 2 人 3 人

福祉型児童入所支援 5 人 5 人 5 人

医療型児童入所支援 4 人 4 人 4 人

障害児相談支援 67 人 77 人 86 人

医療的ケア児に対する関連分野

の支援を調整するコーディネー 4 人配置 4 人配置 6 人配置

ターの配置人数
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○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

精神障がい者の地域移行支援 5 人 6 人 7 人

精神障がい者の地域定着支援 5 人 6 人 7 人

精神障がい者の共同生活援助 33 人 35 人 37 人

精神障がい者の自立生活援助 6 人 7 人 7 人

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量
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《数値目標》 障がい保健福祉圏域名；宮崎県北部

○訪問系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

居宅介護

重度訪問介護 5,516 時間分 5,710 時間分 5,899 時間分

同行援護

行動援護 261 人 273 人 284 人

重度障害者等包括支援

○日中活動系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

生活介護 10,226 人日分 10,526 人日分 10,877 人日分

550 人 566 人 585 人

自立訓練（機能訓練） 114 人日分 114 人日分 114 人日分

5 人 5 人 5 人

自立訓練（生活訓練） 247 人日分 262 人日分 276 人日分

16 人 17 人 18 人

就労移行支援 436 人日分 506 人日分 559 人日分

24 人 28 人 31 人

就労継続支援（Ａ型） 1,423 人日分 1,562 人日分 1,742 人日分

72 人 79 人 88 人

就労継続支援（Ｂ型） 8,521 人日分 9,287 人日分 10,141 人日分

464 人 507 人 555 人

就労定着支援 15 人 15 人 15 人

療養介護 38 人 38 人 38 人

短期入所（福祉型） 592 人日分 662 人日分 693 人日分

68 人 78 人 79 人

短期入所（医療型） 13 人日分 17 人日分 17 人日分

3 人 4 人 4 人
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○居住系サービス

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

自立生活援助 5 人 9 人 13 人

共同生活援助 219 人 227 人 239 人

施設入所支援 273 人 272 人 271 人

地域生活支援拠点等 4 箇所 4 箇所 4 箇所

（設置箇所数と検証・検討の実施回数） 6 回 6 回 6 回

○相談支援

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

計画相談支援 437 人 462 人 493 人

地域移行支援 6 人 8 人 10 人

地域定着支援 4 人 5 人 7 人

○障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

児童発達支援 1,712 人日分 1,744 人日分 1,786 人日分

107 人 109 人 112 人

医療型児童発達支援 0 人日分 0 人日分 10 人日分

0 人 0 人 1 人

放課後等デイサービス 4,027 人日分 4,267 人日分 4,543 人日分

252 人 267 人 284 人

保育所等訪問支援 12 人日分 15 人日分 18 人日分

5 人 7 人 9 人

居宅訪問型児童発達支援 10 人日分 13 人日分 16 人日分

3 人 4 人 5 人

福祉型児童入所支援 13 人 13 人 13 人

医療型児童入所支援 6 人 6 人 6 人

障害児相談支援 130 人 140 人 151 人

医療的ケア児に対する関連分野

の支援を調整するコーディネー 3 人配置 4 人配置 6 人配置

ターの配置人数
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○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（2022 年 3 月末） （2023 年 3 月末） （2024 年 3 月末）

精神障がい者の地域移行支援 3 人 4 人 6 人

精神障がい者の地域定着支援 1 人 2 人 4 人

精神障がい者の共同生活援助 52 人 54 人 56 人

精神障がい者の自立生活援助 3 人 5 人 8 人

※ 人日分＝（月間の利用人員数）×（１人１月当たりの平均利用日数）

※ 上記の数値は１月当たりの必要見込量



36

(2) 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び障害児支援の

種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

《取組方法等》

◎ 指定障害福祉サービス

① 訪問系サービス・日中系サービス等の提供体制の整備及び質的・量的充実

地域で生活する障がい者等が、可能な限りその身近な場所において必要な支

援を受けられるよう、市町村や関係機関等と連携しながら、訪問系サービスや

日中系サービスなどのサービス提供体制の整備を図るとともに、事業所等に対

する指導・助言、サービス提供に係る人材の研修等を通じ、サービスの質的・

量的充実を図ります。

② 居住系サービスの拡充

障がい者が住み慣れた地域社会の中で自立した生活が送れるよう、また、施

設入所者が地域生活へ移行できるよう、グループホームの拡充を積極的に推進

します。

◎ 指定地域相談支援、指定計画相談支援

地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の活用による地域移行の推進や

在宅の障がい者の地域生活の支援を行うため、研修等を通じた制度の普及促進を

図ります。

計画相談支援については、サービス等利用計画の対象者の拡大等に対応した計

画的な人材育成を進めるとともに、相談支援の質の向上に取り組みます。

また、共生社会の実現に寄与することを目指し、地域自立支援協議会を通じた

地域の社会資源の開発や基幹相談センターの設置を促進するとともに、その担い

手となる地域のリーダー養成に取り組みます。

◎ 障がい児支援

小学校就学前の障がい児を対象とした児童発達支援や就学児を対象とした放課

後等デイサービスの事業所はいずれも増加傾向にあるものの、地域や支援内容に

偏在がみられることから、より身近な地域で障がい種別や年齢の別に応じた良質

な支援が受けられるよう、市町村等の関係機関と連携しながら、特に事業所が少

ない地域における開設促進に向けた指導・助言を行うとともに、各種の研修など

を通じて障がい児支援に携わる人材の育成に努め、障がい児支援の質と専門性の

向上とサービスの均てん化を図ります。

児童発達支援センターについては、障がいの重度・重複化や多様化に対応する

ため、職員の研修などにより専門的機能の強化を図るとともに、地域における中

核的支援施設と位置づけ、地域の児童発達支援や放課後等デイサービスを実施す

る事業所と緊密な連携を図り、重層的な障がい児支援体制の構築を目指します。
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障害児入所支援については、入所している児童が十八歳以降も適切な場所で適

切な支援が受けることができるよう、県や市町村に加え、学校、相談支援事業所、

障害福祉サービス事業所等の関係機関の連携を図ります。

また、短期入所（医療型）の提供体制の確保・充実のため、医療機関等の空床

利用による重症心身障がい児、医療的ケア児の短期入所（医療型）の受入れを促

進し、受入れを行う医療機関等の看護師等への研修を支援します。
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４ 指定障害福祉サービス等の従事者の確保及び資質の向上のために講ずる措置

(1) サービス提供に係る人材の研修

障害福祉サービス等が適切に提供されるためには、サービス等に従事する人材

を質・量ともに確保することが重要です。

そのため、障がい者施策の動向に適切に対応しながら、相談支援従事者研修や

サービス管理責任者研修を計画的に実施するとともに、喀痰吸引等の業務を行う

ことができる人材の育成等に、引き続き取り組んでいきます。

また、行動障がいのある方に対しては、障がい特性の理解に基づく特に専門的

な支援が必要なことから、強度行動障がい支援者養成研修（基礎研修・実践研修）

を実施します。

(2) 指定障害福祉サービス等の事業者に対する第三者の評価

施設におけるサービスの内容や提供体制等について、利用者の視点で評価を行

う福祉サービス第三者評価事業を促進し、障がい者が良質な福祉サービスを気軽

に利用できる環境づくりを推進します。

(3) 障がい者等に対する虐待の防止

平成２４年１０月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律」に基づき、市町村や労働局等の関係機関との連携を図り、

県障がい者権利擁護センターを拠点として、障がい者やその家族への専門的な相

談の提供、事業者・市町村職員に対する研修や支援の実施、事業者への適切な指

導監査等を通じ、障がい者等に対する虐待の防止を図るとともに、権利擁護に関

する意識の啓発に努めます。
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５ 障がい者の安全・安心の確保及び生活の質の向上に資するための取組

(1) 障がい者等に対する虐待の防止（再掲）

相談支援専門員研修及びサービス管理責任者等研修を通じて、相談支援専門員

やサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者等に対する、虐待の早期発見及

び虐待と疑われる事案を発見した場合に通報を行うなどの意識の啓発を図りま

す。

また、障害福祉サービス事業所等の設置者や管理者に対しては、集団指導等に

より、障がい者虐待防止・権利擁護研修の受講の徹底及び虐待防止委員会の設置

の促進等に努めます。

(2) 意思決定支援の促進

相談支援専門員研修及びサービス管理責任者等研修を通じて、意思決定支援ガ

イドライン等を活用した研修を実施するとともに、事業者や成年後見の担い手を

含めた関係者に対して普及・啓発を図ります。

(3) 障がい者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進

障がい者の文化芸術活動を支援するセンター等により、芸術文化活動に取り組

む障がい者や指導者・支援団体等の活動をサポートし、障がい者の自立と社会参

加意欲の向上に努めます。また、令和３年(2021 年）に本県での開催が決定して

いる「全国障害者芸術・文化祭」に向けて、県民の障がい者芸術文化活動に対す

る関心を高め、県全体でイベントを成功させようとする機運の醸成を図ります。

(4) 障がいを理由とする差別の解消の促進

「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」に基づき、

障がい及び障がい者への理解を深めるための広報、啓発活動を行うとともに、市

町村の相談窓口担当職員等に対する研修を実施し、障がい者及びその家族等から

の障がいを理由とする差別に関する相談体制の充実を図ります。

(5) 施設等における防犯・防災対策の強化・充実

指定障害福祉サービス事業所への集団指導等により、地域共生社会の考え方に

基づき、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性を構築するよう促す

とともに、施設等の防犯・防災対策の強化・充実へ繋がる有効な取組等について

情報提供等を行います。

また、県では、災害時において一般の方にどのように配慮してほしいかなど当

事者の声を反映させ作成した改訂版「障がい者・高齢者のための防災マニュアル」

により普及啓発に努めます。
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(6) 共生型サービスへの積極的な対応促進

障がい者が６５歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用

しやすくすることや福祉に携わる人材に限りがある中で、地域の実情に合わせて、

人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うという観点から、障害福祉

又は介護保険のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における

指定も受けやすくする「共生型サービス」が平成３０年４月から新たに創設され

ました。

新規事業者については、指定に係る事前相談において適切な助言を行うととも

に、介護保険部門とも連携し、事業者の共生型サービスへの積極的な対応促進を

図ります。

(7) 障害福祉サービス等の情報公表制度の活用

障害福祉サービス等を提供する事業所数が増加する中、利用者が個々のニーズ

に応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービ

スの質の向上が重要な課題となっています。

このため、障害福祉サービス事業所等に対して、基本情報（所在地、従業員数、

営業時間、事業内容等）及び運営情報（関係機関との連携、苦情対応の状況、安

全管理等の取組等）などの報告を求め、報告された内容を県のホームページ等で

公表する障害福祉サービス等情報公表制度が平成３０年４月から新たに創設され

ました。

事業者に対して制度の周知を図るとともに、より多くの利用者や相談支援専門

員等が当該制度を活用できるよう、利活用しやすい仕組み作りや普及及び啓発に

向けて取り組みます。
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６ 県地域生活支援事業の実施に関する事項

(1) 専門性の高い相談支援事業

① 発達障害者支援センター運営事業

《数値目標等》

項 目 ３年度 ４年度 ５年度

（2022 年 3 月末）（2023 年 3 月末）（2024 年 3 月末）

実施見込み箇所数 ３か所 ３か所 ３か所

実利用見込み者数 1,000 人 1,000 人 1,000 人

《取組方法等》

発達障がいに関する様々な問題について、発達障がいのある人とその家族か

らの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、福祉、保健、医療、教

育、就労等の各分野の関係機関と更なる連携を図り、協力して支援に取り組み

ます。

また、地域で相談支援を行う児童発達支援センター等のバックアップ支援を

行います。

② 障害者就業・生活支援センター事業

《数値目標等》

項 目 ３年度 ４年度 ５年度

（2022 年 3 月末）（2023 年 3 月末）（2024 年 3 月末）

支援登録者数（累計） 4,700 人 4,900 人 5,100 人
就職者数 400 人 420 人 440 人

《取組方法等》

労働・福祉・教育の各行政機関、市町村、民間事業者、障がい者団体等関係

機関及び７か所の各センター間の連携のもと、障がい者に対して、就業面、生

活面の一体的な支援を行うとともに、企業に対しては雇用に関するアドバイス

や各種助成制度などの情報提供を行います。
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③ 高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業

《数値目標等》

項 目 ３年度 ４年度 ５年度

（2022 年 3 月末）（2023 年 3 月末）（2024 年 3 月末）

研修等の実施回数 ７回 10 回 12 回

支援協力医療機関数 20 機関 21 機関 23 機関

支援拠点機関数 ２か所 ２か所 ２か所

《取組方法等》

高次脳機能障がいは、外見からはわかりにくく、周囲の理解が得られにくい

ほか、本人も認識しにくい障がいです。このため、高次脳機能障がい者の数や

医療・障害福祉サービスによる支援状況などの実態把握に努めるとともに、一

般県民をはじめ、行政、医療及び相談支援事業所などの障害福祉サービス事業

所等に対する啓発・研修等をさらに充実させ、専門性を高めるなど、高次脳機

能障がいに対する理解促進を図ります。

また、高次脳機能障がい者が、身近な地域で診断を受け、充分なリハビリ等

を受けることができるよう、対応可能な支援協力医療機関数を増やすとともに、

就労支援機関や市町村等との連携を強化し、地域での支援ネットワークを充実

させる取組を行います。

さらに、総合相談・支援機関である県身体障害者相談センター及び医学的支

援・拠点機関である宮崎大学医学部に加え、県精神保健福祉センターが協力し

て、相談支援や普及・啓発・研修事業のほか、家族会への支援等を行うととも

に綿密な連携を図ります。

④ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業

《数値目標等》

項 目 ３年度 ４年度 ５年度

（2022 年 3 月末）（2023 年 3 月末）（2024 年 3 月末）

実養成講習修了見込み者数 ３０人 ３０人 ３０人

《取組方法等》

保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、保育所、学校等の各関係機

関の支援を調整する相談支援専門員等に対し、医療的ケアに関する基礎知識等

の講義や演習を行い、医療的ケア児等コーディネーターとして養成します。

(2) 専門性の高い意志疎通支援を行う者の養成研修事業

① 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業
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《数値目標等》

項 目 ３年度 ４年度 ５年度

（2022 年 3 月末）（2023 年 3 月末）（2024 年 3 月末）

実養成講習修了見込み者数 １３０人 １３３人 １３５人

《取組方法等》

聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有する者に対し、手話通訳・要約筆記

の指導を行い、手話通訳者等又は要約筆記者を養成します。

② 点訳・朗読奉仕員養成事業

《数値目標等》

項 目 ３年度 ４年度 ５年度

（2022 年 3 月末）（2023 年 3 月末）（2024 年 3 月末）

実養成講習修了見込み者数 １７人 １７人 １８人

《取組方法等》

視覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有する者に対し、点訳・朗読の指導を

行い、点訳奉仕員又は朗読奉仕員を養成します。

③ 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業

《数値目標等》

項 目 ３年度 ４年度 ５年度

（2022 年 3 月末）（2023 年 3 月末）（2024 年 3 月末）

実養成講習修了見込み者数 １２人 １２人 １３人

《取組方法等》

盲ろう者の自立と社会参加に理解と熱意を有する者に対し、コミュニケーシ

ョン支援及び移動介助の技術に関する指導を行い、通訳・介助員を養成します。

(3) 専門性の高い意志疎通支援を行う者の派遣事業

① 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

《数値目標等》

項 目 ３年度 ４年度 ５年度

（2022 年 3 月末）（2023 年 3 月末）（2024 年 3 月末）

実利用見込み者数 ９人 ９人 １０人
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《取組方法等》

視覚機能と聴覚機能に障がいを併せ持つ重度重複障がい者に対して、コミュ

ニケーション支援及び移動介助の技術を習得した通訳・介助員を派遣します。

(4) 広域的な支援事業

① 県自立支援協議会

《数値目標等》

項 目 ３年度 ４年度 ５年度

（2022 年 3 月末）（2023 年 3 月末）（2024 年 3 月末）

開催見込み回数（部会） ４回 ５回 ６回

《取組方法等》

本計画を踏まえ、共生社会の実現に寄与することを目指し、県内の実情に応

じた障がい者等への支援体制の整備を図るため、地域自立支援協議会と連携し

地域の実態把握に努めるとともに、専門部会の活動を強化し、相談支援、地域

生活支援、人材育成などの広域的な課題の調整や検討を行います。

② 都道府県相談支援体制整備事業

《数値目標等》

項 目 ３年度 ４年度 ５年度

（2022 年 3 月末）（2023 年 3 月末）（2024 年 3 月末）

アドバイザーの派遣回数 ６回 ９回 １４回

《取組方法等》

共生社会の実現に寄与することを目指し、地域自立支援協議会の活動を通じ

た、基幹相談支援センターの設置を含めた地域生活支援拠点等の整備や困難事

例への対応等による県内の相談支援体制の整備を進めるため、県自立支援協議

会の相談支援部会を中心に、県のアドバイザーを地域自立支援協議会に派遣し、

助言等を行います。
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③ 精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業

《数値目標等》

項 目 ３年度 ４年度 ５年度

（2022 年 3 月末）（2023 年 3 月末）（2024 年 3 月末）

協議会の開催見込み数 ８回 ８回 ８回

研修参加人数 150 人 150 人 150 人

《取組方法等》

保健所ごとに精神障がい者地域移行支援協議会を開催し、地域における社会

資源の把握や、精神障がい者の支援に必要な技術や知識の普及啓発を行います。

また、精神障がい者の地域生活への移行のための適切な支援体制を整備する

ため、関係機関向けの研修会を実施し、人材育成に努めます。

７ 県障がい福祉計画の達成状況の点検及び評価

本計画に盛り込んだ目標等については、定期的に実績を把握し、障がい者施策及

び関連施策の動向も踏まえながら、本計画の中間評価として分析及び評価を行い、

必要があると認めるときは、本計画の変更、事業の見直し等の措置を講じます。

また、その際には、関係行政機関、学識経験者、障がい者団体で構成される「宮

崎県障害者施策推進協議会」に報告し、その意見等を踏まえ、計画の効果的な推進

に努めます。
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資 料
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１ 国の基本指針

(1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行

地域生活への移行を進める観点から、令和元年度末時点において福祉施設に入

所している障がい者のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、

一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、令和５年度年度末における地

域生活に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和

元年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行することとするととも

に、これに合わせて令和５年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所

者数から１．６％以上削減することを基本とする。

なお、施設入所者数の設定に当たっては、継続入所者（指定知的障害児施設等

から指定障害者支援施設等へ移行した施設に引き続き入所している１８歳以上の

障がい者）を除いて設定する。

(2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、精神障

がい者（精神病床への入院後１年以内に退院した者に限る。）の精神病床から退院

後１年以内の地域における平均生活日数、精神病床における１年以上長期入院患

者数（６５歳以上の１年以上長期入院患者数、６５歳未満の１年以上長期入院患

者数）、精神病床における早期退院率（入院後３か月時点の退院率、入院後６か月

時点の退院率、入院後１年時点の退院率）に関する目標値を次に掲げるとおり設

定することとする。

目標値の設定に当たっては、令和５年度における目標値を設定する。退院後１

年以内の地域における生活日数の平均を３１６日以上とすることを基本とする。

入院後３か月時点の退院率については、６９％以上とし、入院後６か月時点の退

院率については、８６％以上とし、入院後１年時点の退院率については、９２％

以上とすることを基本とする。また、１年以上長期入院患者数（６５歳以上、６

５歳未満）については、国の掲げる式により算定した数を目標値として設定する。

(3) 地域生活支援拠点等が有する機能の充実

地域生活支援拠点等（地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。）について、令

和５年度末までの間各市町村又は各圏域に一つ以上の地域生活支援拠点等を確保

しつつ、その機能の充実のため、年一回以上運用状況を検証及び検討することを

基本とする。
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（補足）国の基本指針における地域生活支援拠点等に関する記述

・ また、地域生活支援の拠点等の整備に当たっては、地域生活に対する安心感

を担保し，自立した生活を希望する者に対する支援等を進めるために、地域生

活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホームへの

入居等の体験の機会及び場の提供、短期入所の利便性・対応力の向上等による

緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保

並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づ

くりを行う機能が求められており、今後、障がい者の重度化・高齢化や「親亡

き後」を見据えて、これらの機能をさらに強化する必要がある。

・ 上記に掲げる体制の整備による地域生活支援の機能をさらに強化するため、

各地域内で、それらの機能を集約し、グループホーム又は障害者支援施設に付

加した拠点（地域生活支援拠点）の整備と必要な機能の充実を図る。

・ また、地域生活支援拠点の整備としてではなく、地域における複数の機関が

分担して機能を担う体制（面的な体制）の整備を行う場合には、個々の機関が

有機的な連携の下に障がい者等に対する支援を確保していることが必要であ

る。

・ 地域生活支援拠点等の整備については、地域レベルでの取組の基礎とするた

め、障がい者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、課題に応じてどのよ

うな機能をどの程度備えるべきかについて、障害福祉サービスや相談支援等の

ニーズ、既存の障害福祉サービスや相談支援等の整備状況、基幹相談支援セン

ターの設置状況等地域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として在るあるべ

き姿を検討することが求められる。検討に当たっては、協議会等を十分に活用

することが必要である。

また、地域生活支援拠点等を運用していく中で明らかになった課題、例えば、

現状の地域生活支援拠点等だけでは対応が困難な地域や障害種別、障害特性等

については、協議会等を活用することで情報を共有し、機能を補完する方策の

検討や関係者への研修の実施等を通じて、地域生活支援拠点等が整備された後

も地域のニーズや課題に応えられているか、機能の水準や充足状況は十分であ

るかについて継続的に検証及び検討を行うことで、障害者やその家族等の生活

を地域全体で支える中核としての役割を担うに相応しい体制を整備する必要が

ある。

当該検証及び検討に当たっては、地域生活支援拠点等に関与する全ての機関

及び人材の有機的な連携を図ることを意識するとともに、都道府県障害福祉計

画とも調和が保たれたものとすることが必要である。

(4) 福祉施設から一般就労への移行等

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、令和５年度中に一般

就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和元

年度の一般就労への移行実績の１．２７倍以上とすることを基本とする。この際、
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就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業及び就労継続支援Ｂ型事業について、

各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和５年度

中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。

具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な

役割を踏まえ、令和元年度の一般就労への移行実績の１．３０倍以上とすること

を基本とする。また、就労継続支援については、一般就労が困難である者に対し、

就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的で

あること等に鑑み、就労継続支援Ａ型事業について令和元年度の一般就労への移

行実績の概ね１．２６倍以上、就労継続支援Ｂ型事業については概ね１．２３倍

以上を目指すこととする。

また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の

利用者数及び事業所ごとの就労定着率（過去３年間の就労定着支援の総利用者数

のうち前年度末時点の就労定着者数の割合をいう。以下同じ。）に係る目標値を設

定することとし、就労定着支援事業の利用者数については、各地域における就労

定着支援事業の事業所数等を踏まえた上で、令和五年度における就労移行支援事

業等を通じて一般就労に移行する者のうち、７割が就労定着支援事業を利用する

ことを基本とする。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定

着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上とするこ

とを基本とする。

また、これらに加えて、就労支援について、次に掲げる事項を令和５年度の活

動指標として設定して取り組むことが適当である。

・ 就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般就労への移行

令和５年度において、就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者のう

ち、一般就労への移行者数の見込みを設定する。

・ 職業訓練の受講

令和５年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者

が職業訓練を受講することができるよう、受講者数の見込みを設定する。

・ 公共職業安定所への誘導

令和５年度において、福祉施設を利用する者のうち、必要な者が公共職業安

定所の支援を受けることができるよう、公共職業安定所へ誘導する利用者数の

見込みを設定する。

・ 障害者就業･生活支援センターへの誘導

令和５年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者

が障害者就業･生活支援センターの支援を受けることができるよう、障害者就業

･生活支援センターへ誘導する利用者数の見込みを設定する。
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・ 公共職業安定所による支援

令和５年度において、福祉施設の利用者のうち、公共職業安定所の支援を受

けて就職する者の数の見込みを設定する。

(5) 障害児支援の提供体制の整備等

国の基本指針に即して、令和５年度末までに、児童発達支援センターを各市町

村又は各圏域に少なくとも一カ所以上設置することを基本とするとともに、令和

５年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を

構築することを基本とする。

また、県において、令和５年度末までに、難聴児支援のための中核的機能を有

する体制を確保することを基本とする。

さらに、令和５年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事

業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は各圏域に少なくとも一カ所

以上確保することを基本とする。

また、令和５年度末までに、県、各圏域及び各市町村において、保健、医療的

ケア児支援のための関係機関の協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関

するコーディネーターを配置することを基本とする。

(6) 相談支援体制の充実・強化等

相談支援体制を充実・強化するため、令和５年度末までに、各市町村又は各圏

域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を

実施する体制を確保することを基本とする。

これらの取組を実施するに当たっては、基幹相談支援センター等がその機能を

担うことを検討する。

(7) 障害福祉サービス等の質の向上

障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、

改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用

者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要である。そのた

め、都道府県及び市町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するた

めの取組を行い、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要

とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行っていくことが望まし

い。また、自立支援審査支払等システム等を活用し、請求の過誤を無くすための

取組や適正な運営を行っている事業所を確保することが必要となる。そこで、こ

れらの取組を通じて利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していく

ため、令和５年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に

関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。
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２ 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び障害児支援の

種類ごとの数値目標の設定の考え方

◎ 本計画におけるサービス等の必要見込量は、市町村障がい福祉計画の数値を集

計したものです。

(1) 訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援）

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、平均的な一人

当たり利用量等を勘案して、見込量を定めています。

(2) 日中活動系サービス

① 生活介護・自立訓練（機能訓練）

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、見込量を

定めています。

② 自立訓練（生活訓練）

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に

自立訓練（生活訓練）の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量

等を勘案して、見込量を定めています。

③ 就労移行支援

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に

就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、福祉施設の利用者の一般就労へ

の移行者数、特別支援学校卒業者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込ま

れる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、見込量を定めています。

④ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり

利用量等を勘案して、見込量を定めています。

⑤ 就労定着支援

障がい者等のニーズ、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数等を勘案し
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て、見込量を定めています。

⑥ 療養介護

現在の利用者数、近年の利用者数の推移、障がい者等のニーズ等を勘案して、

見込量を定めています。

⑦ 短期入所（ショートステイ）

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に

短期入所の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、

見込量を定めています。

(3) 居住系サービス

① 自立生活援助

施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活

への移行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、見込量を

定めています。

② 共同生活援助（グループホーム）

現在の利用者数、近年の利用者数の伸び、障がい者等のニーズ、施設入所者

の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に

共同生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、見込量を定めています。

③ 施設入所支援

令和元年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への

移行者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難な者の利用といっ

た真に必要と判断される数を加えた数を勘案して、見込量を定めています。

(4) 指定地域相談支援、指定計画相談支援

「指定地域相談支援」

① 地域移行支援

施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者のうち地域生

活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、見込

量を定めています。

② 地域定着支援

単身である障がい者の数、同居している家族による支援を受けられない障

がい者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障がい者の
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うち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案

して、見込量を定めています。

③ 指定計画相談支援

障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者数等を勘案して、見込量を定

めています。

(5) 障害児支援

① 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

地域における児童の数の推移、現在の利用児童数、障がい児等のニーズ、医

療的ケア児のニーズ、保育所等での障がい児の受入状況、入所施設から退所し

た後に児童発達支援等の利用が見込まれる障がい児の数、平均的な一人当たり

利用量等を勘案して、見込量を定めています。

② 医療型児童発達支援

地域における児童の数の推移、現在の利用児童数、障がい児等のニーズ、医

療的ケア児のニーズ、保育所等での障がい児の受入状況、入所施設から退所し

た後に医療型児童発達支援の利用が見込まれる障がい児の数、平均的な一人当

たり利用量等を勘案して、見込量を定めています。

③ 居宅訪問型児童発達支援

地域における児童の数の推移、現在の利用児童数、障がい児等のニーズ、医

療的ケア児のニーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、見込量を定め

ています。

④ 福祉型児童入所支援・医療型児童入所支援

地域における児童の数の推移、現在の利用児童数、障がい児等のニーズ、医

療的ケア児のニーズ等を勘案して、見込量を定めています。

⑤ 障害児相談支援

地域における児童の数の推移、現在の利用児童数等、障がい児等のニーズ、

医療的ケア児のニーズ等を勘案して、見込量を定めています。

⑥ 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案して、必要となる配置人数の見

込みを設定しています。



55

３ 指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び障害児支援の

事業内容

(1) 訪問系サービス

① 居宅介護（ホームヘルプ）

入浴、排泄、食事の介護等、自宅での生活全般にわたる援助サービスを提供

します。

② 重度訪問介護

重度の肢体不自由者等であって、常時介護を要する人を対象に、自宅での入

浴、排泄、食事の介護や外出時の移動支援など総合的なサービスを提供します。

③ 同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提

供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います。

④ 行動援護

知的障がい又は精神障がいにより、行動上、著しい困難を有する障がい者

（児）を対象に、行動の際に生じる危険回避のための援護や外出時の移動支援

サービスを提供します。

⑤ 重度障害者等包括支援

常時介護を要する重度の障がい者、または、障がい児であって、その介護の

必要の程度が著しく高い人を対象に、居宅介護をはじめとする福祉サービスの

包括的支援を行います。

(2) 日中活動系サービス

① 生活介護

常時介護を要する障がい者を対象に、主として日中に障害者支援施設などで

行われる、入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、または、生産活動の機会

の提供等を行います。

② 自立訓練（機能訓練）

身体障がい者に対し、地域生活を営むことができるよう、一定期間、身体機

能、日常生活能力向上のための訓練等を行います。

③ 自立訓練（生活訓練）

知的障がい者又は精神障がい者に対し、地域生活を営むことができるよう、

一定期間、日常生活能力の維持・向上のための訓練等を行います。
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④ 就労移行支援

一般就労等を希望する障がい者に対し、一定期間、生産活動やその他の活動

の機会を提供し、就職に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行い

ます。

⑤ 就労継続支援（Ａ型）

一般企業での雇用が困難な障がい者に対し、雇用契約に基づく就労の機会を

提供し、一般就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行います。

⑥ 就労継続支援（Ｂ型）

一般企業での雇用が困難な障がい者、一定年齢に達している障がい者等に対

し、一定の賃金水準のもとで、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の

向上・維持のために必要な訓練等を行います（雇用契約は結ばない）。

⑦ 就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者で、就労に伴う環

境変化により生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調

整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。

⑧ 療養介護

医療を必要とし、常時介護を要する障がい者に対し、病院等への長期入院に

よる医学的管理の下、日中に食事や入浴、排泄等の介護や、日常生活上の支援

等を行います。

⑨ 短期入所（ショートステイ）

介護者が病気の場合等に、障がい者を障害者支援施設等に短期間の入所をさ

せ、入浴、排泄、食事の介護等のサービス提供を行います。

(3) 居住系サービス

① 自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で、一人暮らし

を希望する者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、必要な

助言や医療機関との連絡調整を行います。

② 共同生活援助（グループホーム）

障がい者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において

入浴、排泄又は食事の介護等のサービスの提供を行います。
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③ 施設入所支援

施設に入所する障がい者に対し、主として夜間において、入浴、排せつ又は

食事の介護等のサービス提供を行います。

(4) 相談支援事業

① 基本相談支援

地域の障がい者（児）の福祉に関する問題について、障がい者や障がい児の

保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、市町村及び指

定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。

② 地域相談支援

「地域移行支援」

障害者支援施設の入所者や精神科病院に入院している精神障がい者を対

象とし、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関

する相談支援を行います。

「地域定着支援」

居宅において単身で生活する障がい者等に対し、常時の連絡体制を確保

し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等における相談支援を行いま

す。

③ 計画相談支援

「サービス利用支援」

介護給付費等の支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画

案を作成します。また、支給決定又は変更後、指定障害福祉サービス事業

者等との連絡調整や計画作成を行います。

「継続サービス利用支援」

国が定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直

しを行います。また、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整、支給

決定又は支給決定の変更に係る申請を勧奨します。

(5) 障害児支援

① 児童発達支援

小学校就学前の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技

能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

② 医療型児童発達支援

肢体不自由のある児童等に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技
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能の付与、集団生活への適応訓練及び治療等を行います。

③ 放課後等デイサービス

就学している障がい児に対し、放課後や学校休業日に、生活能力の向上のた

めに必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行います。

④ 居宅訪問型児童発達支援

重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、児童発達支援等の障害

児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問

し、日常生活における基本的な動作の指導や、知識技能の付与等の支援を行い

ます。

⑤ 保育所等訪問支援

保育所等を利用する障がい児や保育所等のスタッフに対し、集団生活への適

応や保育所等の安定した利用を促進するために、保育所等を訪問して専門的な

支援を行います。

⑥ 福祉型障害児入所支援

障がいのある児童を入所させて保護するとともに、日常生活の指導及び独立

自活に必要な知識技能の付与を行います。

⑦ 医療型障害児入所支援

障がいのある児童を入所させて保護するとともに、日常生活の指導、独立自

活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。

⑧ 障害児相談支援

障がい児や保護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や援助を行うほ

か、障害児支援利用計画の作成等を行います。
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４ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成 17年法律第 123 号）（抄）

（都道府県障害福祉計画）

第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するた

め、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その

他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「都道府県障害福祉計画」

という。）を定めるものとする。

２ 都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目

標に関する事項

二 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サー

ビス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

三 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数

四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

３ 都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事

項について定めるよう努めるものとする。

一 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ご

との必要な見込量の確保のための方策

二 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計

画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項

三 指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に

関する事項

四 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項

第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職

業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機

関との連携に関する事項

４ 都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道

府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。

５ 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害

者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の

法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が

保たれたものでなければならない。

６ 都道府県障害福祉計画は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四

第一項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退

院の促進に資するものでなければならない。

７ 都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更

しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければな

らない。
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８ 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あら

かじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければなら

ない。

９ 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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５ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）（抄）

〔都道府県障害児福祉計画〕

第三十三条の二十二 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成

に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制

の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画（以下「都道府県障害児

福祉計画」という。）を定めるものとする。

② 都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支

援の種類ごとの必要な見込量

三 各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数

③ 都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる

事項について定めるよう努めるものとする。

一 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のため

の方策

二 前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のた

めに講ずる措置に関する事項

三 指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関す

る事項

四 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育

機関その他の関係機関との連携に関する事項

④ 都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして

作成することができる。

⑤ 都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障

害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他

の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が

保たれたものでなければならない。

⑥ 都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八

十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を

定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴く

よう努めなければならない。

⑦ 都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あ

らかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければな

らない。

⑧ 都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを厚生労働大臣に提出しなければならない。


